
公益社団法人京都市観光協会 京都府・京都市連携周遊観光ツアー造成支援事業 

補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、旅行事業者による、京都府域（京都市を除く。）における「もうひ

とつの京都」エリア及び京都市域における「とっておきの京都」エリアをつなぐ周遊観

光ツアー（以下「府市周遊観光ツアー」という。）の造成を通して、各地域の魅力を高

め、地域の活性化につなげるとともに、観光地の分散化を図ることを目的とする「京都

府・京都市連携周遊観光ツアー造成支援事業」における補助金交付について、必要な事

項を定める。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助金の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、第１種旅行業、第２

種旅行業、第３種旅行業又は地域限定旅行業の登録をし、かつ次の要件を満たす事業者

とする。 

（１）京都府競争入札参加資格又は京都市競争入札参加資格を有しており、競争入札参加

停止業者でないこと。 

（２）代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。 

（３）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（４）行政機関からの行政指導を受けた者については、改善がなされていること。 

（５）反社会的勢力若しくはその統制の下にある団体でないこと。 

（６）暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。 

（７）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）に規

定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者とする性風俗関連

特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者でないこと。 

（８）提案事業の実施に必要な免許又は資格等を備えていること。 

（９）事業の実施に必要な組織体制を有すること。 

 (10) 財務状況が健全であること。 

 (11) 旅行業法等、法令の規定により、事業の実施に際し免許、許可又は登録等が必要な場 

合は、当該免許、許可又は登録を受けていること。 

 (12) （公社）京都市観光協会（ＤＭＯ ＫＹＯＴＯ）（以下「当協会」という。）の公

益法人としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがないこと。 

(13) 京都府内に本店、支店、営業所又は事務所を有すること。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、「京都

府・京都市連携周遊観光ツアー造成支援事業」における選定委員会が選定した事業とす

る。 



（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただ

し、消費税及び地方消費税は対象外とする。 

（１）補助対象事業に参加した者に対する特典の提供及びプロモーションに対する支援 

参加者１人当たり最大３，０００円 

（２）プロモーションに対する追加支援 事業者１者当たり最大２００，０００円 

 

（交付の申請） 

第５条 補助金の申請は、別に定める期間内かつ事業開始日までに、補助金交付申請書

（様式１）に次の各号に掲げる書類を添えて、当協会に提出しなければならない。 

（１）事業計画書（様式２－１、２－２） 

（２）反社会的勢力排除に関する誓約書（様式３） 

 

（交付の決定） 

第６条 当協会は、前条に規定する申請があったときは、選定委員会による審査を行い、

交付、交付（予定）額及び補助対象事業、又は不交付の決定をする。 

２ 当協会は、前項の規定により交付の決定をしたときは補助金交付決定通知書（様式４

－１）により、不交付の決定をしたときは補助金不交付決定通知書（様式４－２）によ

り、それぞれ通知する。 

３ 交付の決定を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定がされた事

業の実施状況について、原則として実施月の翌月１０日までに、毎月、次の各号に掲げ

る書類を、当協会に提出しなければならない。 

（１）実施状況報告書（様式５） 

（２）別に定める添付書類 

 

（変更等の承認申請） 

第７条 補助対象事業の内容を変更又は中止する場合、若しくは補助金の額等を変更する

場合は、変更等承認申請書（様式６）に変更内容を記載し、事前に当協会へ提出しなけ

ればならない。 

 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、令和７年３月２４日（月）までに、次の各号に掲げる書類を、当

協会に提出しなければならない。 

（１）実績報告書（様式７） 

（２）別に定める添付書類 

 

 



（交付請求及び補助金の交付） 

第９条 当協会は、前条の規定による報告により、補助対象事業が適切に行われたと認め

るときは、補助金の交付額を決定し、補助金交付額確定通知書（様式８）により通知す

る。 

２ 補助事業者は、前項の通知を受けた日から１４日以内に、補助金交付請求書（様式

９）を提出する。 

 

（交付額の返還請求） 

第１０条 当協会は、補助金交付後、補助事業者の請求に不正があったと認められた場

合、補助金の一部又は全額の返還を行うことができるものとし、補助事業者は当協会の

請求に応じ、当該額の返還を行わなければならない。 

 

（関係書類の整備） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるととも

に、証拠書類（補助対象事業の実施が分かる書類等）を整理し、当該書類及び証拠書類

を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保管しておかなければならな

い。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めのない事項については、当協会専務理事が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年７月５日から施行する。 


